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はありません。）。 

 
２ 「原本・写しの別」欄の記載について 
 

原本を提出するときは、「原本・写しの別」欄には「原本」と記載してくだ

さい。正本又は認証のある謄本は、上記のとおり厳密には原本ではありません

が、原本に準じるものとして取り扱われていますので、「原本・写しの別」欄

には「原本」と記載していただいて結構です（あるいは、それぞれ「正本」、

「認証謄本」などと記載していただいても、もちろん構いません。）。 
写しを提出するときは、「原本・写しの別」欄には「写し」と記載してくだ

さい。 
 


